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有老協・リビング俱楽部会則
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個人情報の取り扱いについて

有老協・リビング俱楽部会則第 8 条（上記参照）で個人
情報の取り扱いについて定めています。
また、利用目的は以下のとおりです。 

（１）本協会が主催する消費者向けセミナー等のイベント
案内書の送付

（２）本協会出版物の送付
（３）本協会が実施する各種アンケート調査票の送付
（４）本協会会員事業者からのダイレクトメールの送付
 ダイレクトメールの送付を希望しない会員は、不要の意
思を本協会に伝えるものとし、本協会はダイレクトメー
ルの送付のみを止めるものとします。なお、送付停止の事
務手続には一定の期間を要するため、送付停止の申し出
後も一定期間情報の提供が行われる場合があります。

〈ダイレクトメールのお取り扱いについて〉
・会員があらかじめ個別ホームや地域の特定を行うこと

はできません。
・本協会の名簿を利用しての送付であることが分かるよ

う、宛名シールの下部に本協会名を付すものとします。
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（目的）
第１条

（入会資格） 
第２条

（入会の手続き・入会制限） 
第３条

　　  ２
（会費） 

第４条
（会員の特典） 

第５条
　　    （1）
　　  （2）　
　　  （3）
　　  （4）

（申込事項の変更等） 
第６条

（退会等） 
第７条

　　  ２
　　  ３

　　    （1）
　　  （2）
　　  （3）
　　  （4）

（個人情報の取り扱い）
第８条

公益社団法人全国有料老人ホーム協会（以下「本協会」という。）は、有料老人ホーム及
びサービス付き高齢者向け住宅（以下「ホーム」という。）に関心のある方に対して、継続
的にホームの情報を提供する目的で「有老協・リビング倶楽部」（以下「本会」という。）
を設置・運営します。

本会会員（以下「会員」という。）は、本会の目的に賛同し、ホームの入居に関心のある個
人とします。

入会希望者は、本会則の内容を承諾した上で、所定の申込書に必要事項を記入し、本協会に
申し込むものとします。なお、第２条に合致しない方（事業・営利目的の法人・個人等）のご
入会はお断りさせていただきます。
本協会は、前項の申込を完了した入会希望者に対して、入会した旨を連絡します。

入会金および会費は無料です。

会員は、以下の特典を受けることができます。
　本協会が発行する情報誌の提供、本協会からの情報や高齢者向けのイベント等のご案内
　本協会会員事業者からの高齢者向けのイベント等のご案内と各種優待サービス
　相談内容に応じた資料のご提供

本協会会員事業者が運営するホームへ入居したことを情報提供いただいた会員へは、
「シルバー川柳（単行本）」を無料贈呈

会員は、住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど入会時の申込事項に変更があった時
には、速やかに本協会にその内容を届け出るものとします。

退会を希望する会員は、電話・文書等で退会の意思を本協会に伝えるものとします。なお、退
会の事務手続には一定の期間を要するため、退会の申し出後も一定期間情報の提供が行わ
れる場合があります。
会員が協会会員ホームに入居した場合は、情報の提供に努めるものとします。
会員が下記事項に該当すると本協会が認めた場合、予告なく退会の手続をとらせていた
だくことがあります。
　各種案内等が送付または送信できないとき
　第２条の入会資格を偽って入会したとき
　本会において得た情報を営利目的または公序良俗・法令に反する用途に利用したとき
　その他、本会の運営上支障を生じると本協会が判断したとき

本協会は、会員の個人情報について個人情報保護法を遵守し、かつ本協会が定めた個人

　　      ２

　　      ３

　　      （1）
　　      （2）
　　      （3）
　　      （4）

　　      ４

　　      ５

　　      ６

（禁止行為） 
第９条

（その他） 
第１０条 

　　     ２
　　     ３

（規程の改廃） 
第１１条
附則      １ 　　  

　　　 ２
　　　 ３
　　　 ４　　
　　　 ５

情報保護方針及び個人情報保護規程等に基づいて個人情報を取り扱い、その管理と利
用を適切に行います。
会員から取得する個人情報の内容は、次のものとします。
①氏名、②性別、③年齢、④住所、⑤電話番号、⑥FAX 番号、⑦メールアドレス
本協会は、前項の個人情報を、本協会が公表する「個人情報保護方針」の「個人情報
利用目的」に記載した次の利用目的に利用します。
　本協会が主催する消費者向けセミナー等のイベント案内書の送付
　本協会出版物の送付
　本協会が実施する各種アンケート調査票の送付
　本協会会員事業者からのダイレクトメールの送付

　ダイレクトメールの送付を希望しない会員は、不要の意思を本協会に伝えるものと
し、本協会はダイレクトメールの送付のみを止めるものとします。なお、送付停止の
事務手続には一定の期間を要するため、送付停止の申し出後も一定期間情報の提供
が行われる場合があります。

本協会は、前項の送付に際して、適切な契約関係にある第三者に対し、発送作業の委
託を行う場合があります。
本協会は、会員からの個人情報の開示、訂正、追加、削除、消去、第三者への提供禁止
の請求がある場合は、個人情報保護規程の規定に従って適切に対応します。
本協会は、会員が退会した場合は、遅滞なく、当該会員の個人情報を個人情報保護規
程の規定に従って適切に廃棄します。

会員は、本会において得た情報を営利目的または公序良俗・法令に反する用途に利用
できません。

本協会は本会則の内容等を変更し、また本会のサービスを停止、または本会を廃止す
ることがあります。この場合、会員へ通知を行います 。
本協会は協会会員事業者等 から提供された情報について、その責任を負いません。
会員への情報提供の遅延・未達による一切の損害に対して、本協会は責任を負いません。

本規程の改廃は、理事会において行います。
本規程は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会設立の登記の日（2013年4月1日）か
ら施行する。
本規程の改正は、2014年11月1日から施行する。
本規程の改正は、2017年6月1日から施行する。
本規程の改正は、2018年3月1日から施行する。
本規程の改正は、2023年4月20日から施行する。
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知って納得!

有料老人ホーム
選び方
マニュアル

住み替えが必要になった時、ご自身やご家族が困らないために早めに情報収集

しておくことが重要です。

ご自身にあった住まいを安心してお選びいただくための基礎知識や急いで住み

替える場合でもトラブルに合わないためのチェックポイントをご紹介します。

有料老人ホームを選ぶには、どのような知識が必要でしょうか。

グランドホーム

検　索
有老協公益社団法人 全国有料老人ホーム協会

https://user.yurokyo.or.jp/

料金受取人払郵便
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有老協・リビング倶楽部入会についてのご案内

有老協・リビング倶楽部　インターネットでの入会お申し込み

有老協・リビング倶楽部会則は裏面をご覧ください。

※入会を希望される場合は、「有老協・リビング倶楽部会則（裏面）」を必ずご確認ください。
※ご記入いただいた個人情報の利用目的は、「有老協・リビング倶楽部会則第8条（個人情報の取り扱い）」を
　ご確認ください。
※業務上の目的による法人や、営利目的での個人の入会等はできません。

◎お問い合わせ   TEL.03-3548-1077

https://user.yurokyo.or.jp/kagayaki/regist/

入　会　方　法

受付日時　月～金曜日10時～17時（祝日・年末年始を除く）

「有老協・リビング倶楽部」入会申込書
会則に同意し、以下の通り

「有老協・リビング倶楽部」に
入会を申し込みます。

お名前

ご住所

お電話番号

メール
アドレス

年齢 性別　男  ・  女

〒

のりしろ

アンケートにご回答ください。以下は任意です。
本協会をどちらでお知りになりましたか（複数回答）。
□協会ホームページ　　□有老協・シルバー川柳　　
□なんでも相談会　　□行政情報・相談センターの紹介　　
□新聞・雑誌　　□テレビ・ラジオ　　□SNS（ツイッター等）　　
□ホームの紹介　　□その他

入居を希望するホームの種類を教えてください。
□自立者向けホーム　□要支援・要介護者向けホーム　□不明・未定

入居を希望されている時期を教えてください。
□～ 1 ヶ月以内　　□～ 3 ヶ月以内　　□～ 1 年以内　　
□それ以降　　□不明・未定

入居時費用の予算を教えてください。
□なし　　□～ 200 万円以内　　□～ 500 万円以内　
□～ 1000 万円以内　　□～ 2000 万円以内～ 5000 万円以内　
□それ以上　　□不明・未定

月額費用の予算を教えてください。
□10 万円以内　　□～ 15 万円　　□～ 20 万円　　□～ 25 万円
□～ 30 万円　　□それ以上　　□不明・未定

有料老人ホームを選ぶ際に重視するポイントはどこですか？
（複数回答）
□1. 必要となる費用　　□2. 日常の健康管理や各種サービス
□3. 介護サービス　　□4. 医療支援サービス　　□5. 食事の内容
□6. 従業員の質等　　□7. 居室の広さや間取り　　□8. 共用施設
□9. 経営主体の信頼性　　□10. 立地　　□11. 情報公開の姿勢
□12. ホーム内の雰囲気　　□13. 不明・未定　　□14. その他
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切り取り線で切り取り、
のりづけして郵便ポストへ
またはFAX（03-3548-1078）

で申し込み

協会より
「入会確認書」が

届きます

「有老協・リビング倶楽部
入会申込書（下記）」に
必要事項を記入

有料老人ホーム等への関心がある方はどなたでも入会できます。入会金や年会費は無料です。
下記「入会方法」をご確認のうえ、ぜひお申し込みください。
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　高齢期の住まいにはいろいろな種類があります。それぞれの住まいの特徴を確認し、ご自身に合った住
まいを選択しましょう。

福祉施設への入居を希望する場合やご自宅で介護保険サービスを
利用しながら住み続ける場合のご相談は、お住いの市区町村の介護
保険担当窓口や「地域包括支援センター※」をご利用ください。
※高齢者の方々が住み慣れた地域で暮らせるよう、介護支援専門
員、保健師、社会福祉士などの専門職員が介護保険の利用方法や日
常生活支援などの相談に対応しています。

1. 高齢期の住まいとは

施設・住まい 対象者

介護老人保健施設
（老人保健施設）

要介護の方 ・ 症状が慢性期にある高齢者が、リハビリテーションを中心に、看護、
医学的管理の下で介護、機能訓練、必要な医療及び日常生活上の
世話を受ける。

・３か月ごとにケアプランを作成し、自宅での生活への復帰をめざす。

介護医療院 要介護の方 ・長期にわたる療養を必要とする高齢者が、一定基準を満たした施
設で、介護その他の世話及び機能訓練、必要な医療を受けることが
できる。

ケアハウス
（軽費老人ホーム）

元気な方
要支援の方
要介護の方

・ 日常生活を行なうことはできるが、身体機能が低下しつつあり、
自立した生活が不安な高齢者が利用する。

・介護が必要となった場合、ホームが提供する介護サービス（特定
施設入居者生活介護）を利用しながら生活することができるものと、
外部の介護サービス（訪問介護等）を利用しながら生活すること
ができるものがある。

特徴

有料老人ホーム 元気な方
要支援の方
要介護の方

・介護、食事、生活支援等のサービスを受けることができる。
・4つの類型〔介護付（一般）・介護付（外部）・住宅型・健康型〕があり、

要介護時のサービスの提供方法が異なる。
・契約内容や価格（料金）は、ホームごとに異なる。民

間
施
設
・
住
ま
い

福
祉
施
設

サービス付き
高齢者向け住宅

元気な方
要支援の方
要介護の方

・安否確認と生活相談サービスが必須のサービスで、バリアフリー
構造や一定の面積、設備等が定められている。

・必須のサービス以外は、住まいごとに利用できるサービスの内容
が異なる。

・契約形態や価格（料金）は、住まいごとに異なる。

認知症高齢者
グループホーム

要介護（認知症）
の方

・ 認知症の高齢者が、5～９人以内を１グループとし、共同生活を送る。
・入浴や食事等の日常生活上の介護サービスを受けることができる。

介護老人福祉施設
（特別養護老人
ホーム）

・常に介護が必要な寝たきりや認知症等の高齢者が入所。
・入浴・食事・排泄等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康

管理及び療養上の世話を受けることができる。

要介護3以上の方
※要介護1・2でも一定

の要件を満たせば特
例的に入所可能

介護相談窓口
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　有料老人ホームでは下記のような様々なサービスを提供します。ホームでどのようなサービスが受けら
れるかを確認しましょう。

介護付有料老人ホーム

入居者が必要な介護
サービスを選んで契約

医療

外部の介護保険事業所の
サービスを利用

ホーム内で
介護サービス提供

　有料老人ホームには、 ①ホームの介護・看護職員から、包括的に介護保険上のサービスを受ける「介護付有料
老人ホーム」と、②必要に応じて入居者が外部のサービス事業所と契約して介護保険サービスの提供を受ける

「住宅型有料老人ホーム」などがあります。

① ② 住宅型有料老人ホーム

2. 有料老人ホームとは

食事サービス 介護サービス アクティビティ

生活支援サービス 健康管理サービス 生活相談サービス
●日常の生活相談全般

●食事の提供
●特別食の提供
●治療食の提供
●介護食の提供

●身体介護
  （食事・排泄・入浴・身だしなみ）
●家事サービス
  （居室の清掃・洗濯等）
●入退院時及び
　通院の付き添い
●機能訓練

●お誕生日会や
　日帰り旅行等

イベントの
　実施
●コーラスや
　カラオケ、
　体操、絵画等
　のサークル
　活動

●フロントサービス
   （来訪者の受付等）
●家事サービス
   （居室の清掃・洗濯等）
●代行サービス
  （買い物や
　行政手続き等）
●不在時の居室管理
●安否確認
●入院中のサービス （洗濯物交換等）

●健康相談
●服薬管理
●医療機関との
　連携・緊急時
　の対応
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8. 公益社団法人全国有料老人ホーム協会のご案内

有老協に相談しましょう。

有老協・リビング倶楽部に入会し、高齢者向け住まいの情報を集めましょう。

「有老協・有料老人ホームあんしん宣言」を自主宣言しているか確認しましょう。

　本協会は、老人福祉法30条に規定された団体として有料老人ホームを安心して選択いただくために、様々な事
業に取り組んでいます。ぜひご活用ください。

高齢者向け住まいに関する相談・苦情等を電話、手紙、
FAX、ホームページ内のお問い合わせフォーム、面談

（要予約）でお受けしています。ご相談は無料です。　

高齢者向け住まいに関する継続的な情報提供を目的に「有老協・リビング倶楽部」を運営しています。
関心がある方はどなたでも入会可能で、入会金や年会費は無料です。

本協会では、厚生労働省の補助金事業で、「有老
協・有料老人ホームあんしん宣言」を策定しまし
た。この宣言は、入居者・消費者のホームに対する
意識調査結果から抽出し、厚生労働省「有料老人
ホーム設置運営標準指導指針」が定める規定に照
らし、策定したものです。
ホームを選択する際は、ホームが「有老協・有料老
人ホームあんしん宣言」を自主宣言しているかを
ご確認ください。

TEL.03-3548-1077　
FAX.03-3548-1078

https://www.yurokyo.or.jp/anshin.php

受付時間（月～金曜日10時～17時）祝日・年末年始を除く
〒103-0027　東京都中央区日本橋3-5-14
　　　　　　　アイ・アンド・イー日本橋ビル7階

ご相談・
お問い合わせ

◎ 「有料老人ホームの基礎知識」のプレゼント
◎ホーム体験入居割引等、各種優待サービス券のプレゼント
◎情報誌（年2回）の送付
◎メールでの情報配信
◎会員事業者から高齢者向けのイベント情報を提供
◎相談内容に応じた資料の送付
◎本協会会員ホームへ入居した場合には
　「シルバー川柳（単行本）」をプレゼント

特 典
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有老協・リビング倶楽部入会についてのご案内

有老協・リビング倶楽部　インターネットでの入会お申し込み

有老協・リビング倶楽部会則は裏面をご覧ください。

※入会を希望される場合は、「有老協・リビング倶楽部会則（裏面）」を必ずご確認ください。
※ご記入いただいた個人情報の利用目的は、「有老協・リビング倶楽部会則第8条（個人情報の取り扱い）」を
　ご確認ください。
※業務上の目的による法人や、営利目的での個人の入会等はできません。

◎お問い合わせ   TEL.03-3548-1077

https://user.yurokyo.or.jp/kagayaki/regist/

入　会　方　法

受付日時　月～金曜日10時～17時（祝日・年末年始を除く）

「有老協・リビング倶楽部」入会申込書
会則に同意し、以下の通り

「有老協・リビング倶楽部」に
入会を申し込みます。

お名前

ご住所

お電話番号

メール
アドレス

年齢 性別　男  ・  女

〒

のりしろ

アンケートにご回答ください。以下は任意です。
本協会をどちらでお知りになりましたか（複数回答）。
□協会ホームページ　　□有老協・シルバー川柳　　
□なんでも相談会　　□行政情報・相談センターの紹介　　
□新聞・雑誌　　□テレビ・ラジオ　　□SNS（ツイッター等）　　
□ホームの紹介　　□その他

入居を希望するホームの種類を教えてください。
□自立者向けホーム　□要支援・要介護者向けホーム　□不明・未定

入居を希望されている時期を教えてください。
□～ 1 ヶ月以内　　□～ 3 ヶ月以内　　□～ 1 年以内　　
□それ以降　　□不明・未定

入居時費用の予算を教えてください。
□なし　　□～ 200 万円以内　　□～ 500 万円以内　
□～ 1000 万円以内　　□～ 2000 万円以内～ 5000 万円以内　
□それ以上　　□不明・未定

月額費用の予算を教えてください。
□10 万円以内　　□～ 15 万円　　□～ 20 万円　　□～ 25 万円
□～ 30 万円　　□それ以上　　□不明・未定

有料老人ホームを選ぶ際に重視するポイントはどこですか？
（複数回答）
□1. 必要となる費用　　□2. 日常の健康管理や各種サービス
□3. 介護サービス　　□4. 医療支援サービス　　□5. 食事の内容
□6. 従業員の質等　　□7. 居室の広さや間取り　　□8. 共用施設
□9. 経営主体の信頼性　　□10. 立地　　□11. 情報公開の姿勢
□12. ホーム内の雰囲気　　□13. 不明・未定　　□14. その他

のりしろ

の
り
し
ろ

︵
谷
折
り
線
︶

︵
切
り
取
り
線
︶

（切り取り線） （切り取り線）

切り取り線で切り取り、
のりづけして郵便ポストへ
またはFAX（03-3548-1078）

で申し込み

協会より
「入会確認書」が

届きます

「有老協・リビング倶楽部
入会申込書（下記）」に
必要事項を記入

有料老人ホーム等への関心がある方はどなたでも入会できます。入会金や年会費は無料です。
下記「入会方法」をご確認のうえ、ぜひお申し込みください。
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　高齢期の住まいにはいろいろな種類があります。それぞれの住まいの特徴を確認し、ご自身に合った住
まいを選択しましょう。

福祉施設への入居を希望する場合やご自宅で介護保険サービスを
利用しながら住み続ける場合のご相談は、お住いの市区町村の介護
保険担当窓口や「地域包括支援センター※」をご利用ください。
※高齢者の方々が住み慣れた地域で暮らせるよう、介護支援専門
員、保健師、社会福祉士などの専門職員が介護保険の利用方法や日
常生活支援などの相談に対応しています。

1. 高齢期の住まいとは

施設・住まい 対象者

介護老人保健施設
（老人保健施設）

要介護の方 ・ 症状が慢性期にある高齢者が、リハビリテーションを中心に、看護、
医学的管理の下で介護、機能訓練、必要な医療及び日常生活上の
世話を受ける。

・３か月ごとにケアプランを作成し、自宅での生活への復帰をめざす。

介護医療院 要介護の方 ・長期にわたる療養を必要とする高齢者が、一定基準を満たした施
設で、介護その他の世話及び機能訓練、必要な医療を受けることが
できる。

ケアハウス
（軽費老人ホーム）

元気な方
要支援の方
要介護の方

・ 日常生活を行なうことはできるが、身体機能が低下しつつあり、
自立した生活が不安な高齢者が利用する。

・介護が必要となった場合、ホームが提供する介護サービス（特定
施設入居者生活介護）を利用しながら生活することができるものと、
外部の介護サービス（訪問介護等）を利用しながら生活すること
ができるものがある。

特徴

有料老人ホーム 元気な方
要支援の方
要介護の方

・介護、食事、生活支援等のサービスを受けることができる。
・4つの類型〔介護付（一般）・介護付（外部）・住宅型・健康型〕があり、

要介護時のサービスの提供方法が異なる。
・契約内容や価格（料金）は、ホームごとに異なる。民

間
施
設
・
住
ま
い

福
祉
施
設

サービス付き
高齢者向け住宅

元気な方
要支援の方
要介護の方

・安否確認と生活相談サービスが必須のサービスで、バリアフリー
構造や一定の面積、設備等が定められている。

・必須のサービス以外は、住まいごとに利用できるサービスの内容
が異なる。

・契約形態や価格（料金）は、住まいごとに異なる。

認知症高齢者
グループホーム

要介護（認知症）
の方

・ 認知症の高齢者が、5～９人以内を１グループとし、共同生活を送る。
・入浴や食事等の日常生活上の介護サービスを受けることができる。

介護老人福祉施設
（特別養護老人
ホーム）

・常に介護が必要な寝たきりや認知症等の高齢者が入所。
・入浴・食事・排泄等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康

管理及び療養上の世話を受けることができる。

要介護3以上の方
※要介護1・2でも一定

の要件を満たせば特
例的に入所可能

介護相談窓口
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　有料老人ホームでは下記のような様々なサービスを提供します。ホームでどのようなサービスが受けら
れるかを確認しましょう。

介護付有料老人ホーム

入居者が必要な介護
サービスを選んで契約

医療

外部の介護保険事業所の
サービスを利用

ホーム内で
介護サービス提供

　有料老人ホームには、 ①ホームの介護・看護職員から、包括的に介護保険上のサービスを受ける「介護付有料
老人ホーム」と、②必要に応じて入居者が外部のサービス事業所と契約して介護保険サービスの提供を受ける

「住宅型有料老人ホーム」などがあります。

① ② 住宅型有料老人ホーム

2. 有料老人ホームとは

食事サービス 介護サービス アクティビティ

生活支援サービス 健康管理サービス 生活相談サービス
●日常の生活相談全般

●食事の提供
●特別食の提供
●治療食の提供
●介護食の提供

●身体介護
  （食事・排泄・入浴・身だしなみ）
●家事サービス
  （居室の清掃・洗濯等）
●入退院時及び
　通院の付き添い
●機能訓練

●お誕生日会や
　日帰り旅行等

イベントの
　実施
●コーラスや
　カラオケ、
　体操、絵画等
　のサークル
　活動

●フロントサービス
   （来訪者の受付等）
●家事サービス
   （居室の清掃・洗濯等）
●代行サービス
  （買い物や
　行政手続き等）
●不在時の居室管理
●安否確認
●入院中のサービス （洗濯物交換等）

●健康相談
●服薬管理
●医療機関との
　連携・緊急時
　の対応

10

8. 公益社団法人全国有料老人ホーム協会のご案内

有老協に相談しましょう。

有老協・リビング倶楽部に入会し、高齢者向け住まいの情報を集めましょう。

「有老協・有料老人ホームあんしん宣言」を自主宣言しているか確認しましょう。

　本協会は、老人福祉法30条に規定された団体として有料老人ホームを安心して選択いただくために、様々な事
業に取り組んでいます。ぜひご活用ください。

高齢者向け住まいに関する相談・苦情等を電話、手紙、
FAX、ホームページ内のお問い合わせフォーム、面談

（要予約）でお受けしています。ご相談は無料です。　

高齢者向け住まいに関する継続的な情報提供を目的に「有老協・リビング倶楽部」を運営しています。
関心がある方はどなたでも入会可能で、入会金や年会費は無料です。

本協会では、厚生労働省の補助金事業で、「有老
協・有料老人ホームあんしん宣言」を策定しまし
た。この宣言は、入居者・消費者のホームに対する
意識調査結果から抽出し、厚生労働省「有料老人
ホーム設置運営標準指導指針」が定める規定に照
らし、策定したものです。
ホームを選択する際は、ホームが「有老協・有料老
人ホームあんしん宣言」を自主宣言しているかを
ご確認ください。

TEL.03-3548-1077　
FAX.03-3548-1078

https://www.yurokyo.or.jp/anshin.php

受付時間（月～金曜日10時～17時）祝日・年末年始を除く
〒103-0027　東京都中央区日本橋3-5-14
　　　　　　　アイ・アンド・イー日本橋ビル7階

ご相談・
お問い合わせ

◎ 「有料老人ホームの基礎知識」のプレゼント
◎ホーム体験入居割引等、各種優待サービス券のプレゼント
◎情報誌（年2回）の送付
◎メールでの情報配信
◎会員事業者から高齢者向けのイベント情報を提供
◎相談内容に応じた資料の送付
◎本協会会員ホームへ入居した場合には
　「シルバー川柳（単行本）」をプレゼント

特 典
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4

　「現在の状態は？いつから？どこで？どんなサービス？」などの条件を整理し、希望に合うホームを探し
ましょう。現在の状況やホームへの入居に関する考え方をご自身とご家族とで話し合っていくことは、お
互いの心の準備のためにも大切なことです。

3. 現在の状況をチェックしよう

□ 年齢　　□ 住所　　□ 要介護度　　□ 認知症の有無　　□ 現在の病状・診療科目（既往歴）

□ 自分でホームを選び、元気なうちに入居したい。
□ 自分でホームを選び、介護が必要になったら入居したい。

それまでは生活の支援や介護サービス等を受けながら自
宅で生活したい。

□ 自分の健康状態等によって、家族の選択にまかせたい。

□ 自宅を中心とした場所 
□ 自然・景色が豊かな場所

□ 家族・親族が通いやすい場所
□ 交通の便、公共施設の多さ等、利便性のよい場所

□ 日常の安否確認や見守り
□ ホーム内での社会性・コミュニケーションの機会
□ 栄養やバランス等に配慮した食事の提供や

治療食への対応
□ 希望に合った生活支援サービスの提供
□ レクリエーション等を通じた生活機能の向上、

介護予防
□ 医療機関との連携体制
□ 家族等への連絡や報告方法
□ 個人情報の取り扱いやプライバシーへの配慮
□ ホーム運営に関する入居者や家族の意見反映

の機会や仕組み
□ 職員数や専門職の配置等の職員体制
□ 訪問介護等の外部の介護サービス事業所が提

供するサービス内容やホームとの連携状況
□ 医療依存度が高い方（胃ろう、在宅酸素等）への

対応

□ 通院時の付添いや外出支援
□ 希望に合った介護サービスの提供
□ 認知症ケアへの取組み
□ 服薬管理や医療支援が必要な方への対応
□ 終末期の看取りへの取組み

状態把握から始めましょう！

元気な時と要介護認定を受けた後では求めるサービスや費用が異なります！

現在のお住まいの近くやなじみのある場所等、範囲を決めましょう！

重視する点（サービス等）をしっかり確認しましょう！

現在の状態は？

どこで？

どんなサービス？

いつから？

9

　入居後に費用・契約等に関するトラブルにあわないため、申し込みや契約にあたって事前に入居契約
書や重要事項説明書等で確認しましょう。

　有料老人ホームの入居契約内容は複雑な場合もあります。
そのような時はお気軽に相談機関や信頼のおける第三者に相
談し、納得のいく住まいを選択してください。全国有料老人
ホーム協会では、住まい選びのご相談を受け付けています。

7. 重要書類のチェックポイント

前払金や月額費用に含まれないサービス費用や実費負担費用の金
額と内容が明記されている。

契約終了後、返還金や敷金が何日以内に誰に返還されるか明記さ
れている。

月額費用の金額と内容が明記されている。

月額費用の改定方法が明記されている。

不在時の月額費用の取扱いが明記されている。

退去時の原状回復費用の負担の有無とその内容が明記されている。

入居後に居室を住み替える場合の判断基準や手続きの内容、追加
費用等が明記されている。

入居者から解約する場合の解約予告期間が明記されている。

ホームからの契約解除の内容が明記されている。
（例：他の入居者への迷惑行為等）

入居契約書・管理規程・重要事項説明書・サービスの一覧表を交
付している。

入居申込金を支払う場合、入居前の契約解除時は、既受領金の全
額を返還することが明記されている。

権利金等の対価性のない金品は受領していない。

チェック項目 メモ欄☑欄

前払金を支払う場合、以下の項目について明記されている。
▢費用の内容　
▢償却期間（償却開始日）　
▢返還金の計算式　
▢返還金に対する保全措置の内容と発動条件　
▢短期解約特例

（入居後３か月以内の契約終了の場合、居住期間以外の全額返還）

5

家賃等を入居時に一部を前払いし、残りを月払いで支払う。

■支払いイメージ

　「一部前払い・一部月払い方式の場合」（東京都「あんしんなっとく有料老人ホームの選び方」を基に改編）

要支援・要介護で入居

②毎月必要な費用

居住月数

＋ ＋
月額利用料

家賃・管理費・食費
（介護費）

（光熱水費等）

自立で入居

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

③その他の費用
（医療費）

②毎月必要な費用

居住月数

＝ ＋ ＋ ＋
×

×

×

月額利用料
家賃・管理費・食費

（光熱水費等）

④介護が必要になった
後に毎月必要な費用

要支援・要介護に
なってからの
居住月数

（介護費）

個別の有償
サービス費等

（　　　　　  　）

（　　　　　  　）

（　　　　  ）
（　  　　　   ）アクティビティへの

参加費等

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

③その他の費用
（医療費）＝

個別の有償
サービス費等（　　　　  ）

（　  　　　   ）アクティビティへの
参加費等

家　賃
居住する居室、その他共用施設を利用するための費用で、居室の広さや共用施設の種類の多さ、
立地等により価格に差がある。

管理費
建物・共用施設等の維持管理費や事務費、事務部門や生活支援サービス（例：居室清掃など）
提供のための人件費。

食　費
食材費、厨房人件費、厨房維持費等が含まれる。喫食分を支払うのが一般的で、食事をとらなくても
厨房人件費等を一定額支払うホームもある。

介護費 要支援・要介護認定者は、介護保険サービス利用時に、要介護度に応じた自己負担分を支払う。

その他の
費用

光熱水費、通信費、アクティビティ参加費、介護関連費（おむつ等の消耗品費等）、医療費、等

一部前払い・
一部月払い方式

全額前払い方式

月払い方式

終身にわたって支払う家賃等を入居時に支払う。
長期間分の家賃等を一括して支払うため、入居時の支払いは高額になることもあるが、その分
毎月の支払額は抑えられる。

家賃等を月払いで支払う。

　有料老人ホームを利用するためには、
(1) 家賃（２）管理費（３）食費（４）介護費（５）その他の費用、等　が必要です。

①入居時に必要な費用と②毎月必要な費用を確認し、ご予算に合った支払い方法を選択しましょう。

4. 必要な費用を知って、資金計画をたてよう

【支払い方法】

【必要な費用】

8

ホーム選びで確認すべきこと

◇ホームの運営理念を策定し、周知している

◇情報を公開している

◇入居者の権利を擁護している

◇職員の業務スキル向上に取り組んでいる

◇適正な入居契約を締結している

　本協会では入居者の安心と安全を守る観点で以下の項目からなる「有老協・
有料老人ホームあんしん宣言」を策定しました。あんしん宣言を自主宣言し
たホームは入居者の安心と安全を守るために取り組んでいるホームです。本
協会ホームページでは、自主宣言ホーム（本協会会員ホーム対象）を公表し
ています。以下の項目についてホームが遵守しているか確認しましょう。

気をつけたいホームとは 以下の項目に該当する場合は、
ホームから納得するまで説明を求めましょう。

・体験入居の機会がある（満室時を除く）
・入居契約書・管理規程等を公開・交付している
・決算書等の閲覧を実施している

・入居者等の個人情報について法令に基づく個人情報保護の定めがある
・入居者の権利擁護（プライバシー、虐待防止等）を規程等に成文化し、

職員・入居者・家族等へ周知している
・苦情対応規則がある
・外部の苦情処理機関を周知している

・職員研修計画表や人材育成関係規程等があり、その中に資格取得支援に関する規定がある

・入居契約書に利用料等の改定ルールがある
・契約解除規定で、長期入院者に対する契約解除等の恣意性を排除している
・居室の住み替えがある場合、住み替え規定がある

6. 安心して有料老人ホームを選択するために

◆行政への届出が
　されていない

◆契約を急がせる

◆十分な説明を
　してくれない

◆重要事項説明書にある
　生前解約の人数が多い

契約書

◆重要事項説明書等を
　渡してくれない
◆貸借対照表や
　損益計算書を
　見せてくれない

◆スタッフの
　態度が良くない
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　「現在の状態は？いつから？どこで？どんなサービス？」などの条件を整理し、希望に合うホームを探し
ましょう。現在の状況やホームへの入居に関する考え方をご自身とご家族とで話し合っていくことは、お
互いの心の準備のためにも大切なことです。

3. 現在の状況をチェックしよう

□ 年齢　　□ 住所　　□ 要介護度　　□ 認知症の有無　　□ 現在の病状・診療科目（既往歴）

□ 自分でホームを選び、元気なうちに入居したい。
□ 自分でホームを選び、介護が必要になったら入居したい。

それまでは生活の支援や介護サービス等を受けながら自
宅で生活したい。

□ 自分の健康状態等によって、家族の選択にまかせたい。

□ 自宅を中心とした場所 
□ 自然・景色が豊かな場所

□ 家族・親族が通いやすい場所
□ 交通の便、公共施設の多さ等、利便性のよい場所

□ 日常の安否確認や見守り
□ ホーム内での社会性・コミュニケーションの機会
□ 栄養やバランス等に配慮した食事の提供や

治療食への対応
□ 希望に合った生活支援サービスの提供
□ レクリエーション等を通じた生活機能の向上、

介護予防
□ 医療機関との連携体制
□ 家族等への連絡や報告方法
□ 個人情報の取り扱いやプライバシーへの配慮
□ ホーム運営に関する入居者や家族の意見反映

の機会や仕組み
□ 職員数や専門職の配置等の職員体制
□ 訪問介護等の外部の介護サービス事業所が提

供するサービス内容やホームとの連携状況
□ 医療依存度が高い方（胃ろう、在宅酸素等）への

対応

□ 通院時の付添いや外出支援
□ 希望に合った介護サービスの提供
□ 認知症ケアへの取組み
□ 服薬管理や医療支援が必要な方への対応
□ 終末期の看取りへの取組み

状態把握から始めましょう！

元気な時と要介護認定を受けた後では求めるサービスや費用が異なります！

現在のお住まいの近くやなじみのある場所等、範囲を決めましょう！

重視する点（サービス等）をしっかり確認しましょう！

現在の状態は？

どこで？

どんなサービス？

いつから？
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　入居後に費用・契約等に関するトラブルにあわないため、申し込みや契約にあたって事前に入居契約
書や重要事項説明書等で確認しましょう。

　有料老人ホームの入居契約内容は複雑な場合もあります。
そのような時はお気軽に相談機関や信頼のおける第三者に相
談し、納得のいく住まいを選択してください。全国有料老人
ホーム協会では、住まい選びのご相談を受け付けています。

7. 重要書類のチェックポイント

前払金や月額費用に含まれないサービス費用や実費負担費用の金
額と内容が明記されている。

契約終了後、返還金や敷金が何日以内に誰に返還されるか明記さ
れている。

月額費用の金額と内容が明記されている。

月額費用の改定方法が明記されている。

不在時の月額費用の取扱いが明記されている。

退去時の原状回復費用の負担の有無とその内容が明記されている。

入居後に居室を住み替える場合の判断基準や手続きの内容、追加
費用等が明記されている。

入居者から解約する場合の解約予告期間が明記されている。

ホームからの契約解除の内容が明記されている。
（例：他の入居者への迷惑行為等）

入居契約書・管理規程・重要事項説明書・サービスの一覧表を交
付している。

入居申込金を支払う場合、入居前の契約解除時は、既受領金の全
額を返還することが明記されている。

権利金等の対価性のない金品は受領していない。

チェック項目 メモ欄☑欄

前払金を支払う場合、以下の項目について明記されている。
▢費用の内容　
▢償却期間（償却開始日）　
▢返還金の計算式　
▢返還金に対する保全措置の内容と発動条件　
▢短期解約特例

（入居後３か月以内の契約終了の場合、居住期間以外の全額返還）

5

家賃等を入居時に一部を前払いし、残りを月払いで支払う。

■支払いイメージ

　「一部前払い・一部月払い方式の場合」（東京都「あんしんなっとく有料老人ホームの選び方」を基に改編）

要支援・要介護で入居

②毎月必要な費用

居住月数

＋ ＋
月額利用料

家賃・管理費・食費
（介護費）

（光熱水費等）

自立で入居

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

③その他の費用
（医療費）

②毎月必要な費用

居住月数

＝ ＋ ＋ ＋
×

×

×

月額利用料
家賃・管理費・食費

（光熱水費等）

④介護が必要になった
後に毎月必要な費用

要支援・要介護に
なってからの
居住月数

（介護費）

個別の有償
サービス費等

（　　　　　  　）

（　　　　　  　）

（　　　　  ）
（　  　　　   ）アクティビティへの

参加費等

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

③その他の費用
（医療費）＝

個別の有償
サービス費等（　　　　  ）

（　  　　　   ）アクティビティへの
参加費等

家　賃
居住する居室、その他共用施設を利用するための費用で、居室の広さや共用施設の種類の多さ、
立地等により価格に差がある。

管理費
建物・共用施設等の維持管理費や事務費、事務部門や生活支援サービス（例：居室清掃など）
提供のための人件費。

食　費
食材費、厨房人件費、厨房維持費等が含まれる。喫食分を支払うのが一般的で、食事をとらなくても
厨房人件費等を一定額支払うホームもある。

介護費 要支援・要介護認定者は、介護保険サービス利用時に、要介護度に応じた自己負担分を支払う。

その他の
費用

光熱水費、通信費、アクティビティ参加費、介護関連費（おむつ等の消耗品費等）、医療費、等

一部前払い・
一部月払い方式

全額前払い方式

月払い方式

終身にわたって支払う家賃等を入居時に支払う。
長期間分の家賃等を一括して支払うため、入居時の支払いは高額になることもあるが、その分
毎月の支払額は抑えられる。

家賃等を月払いで支払う。

　有料老人ホームを利用するためには、
(1) 家賃（２）管理費（３）食費（４）介護費（５）その他の費用、等　が必要です。

①入居時に必要な費用と②毎月必要な費用を確認し、ご予算に合った支払い方法を選択しましょう。

4. 必要な費用を知って、資金計画をたてよう

【支払い方法】

【必要な費用】

個別の有償
サ ビス費等（　　　　  個別の有償（　　　　  個別の有償
サ（　　　　  サー（　　　　  ービス費等（　　　　  ビス費等 ）

（　  　　　   ）（　  　　　ア（　  　　　（　  　　　ク（　  　　　（　  　　　テ（　  　　　（　  　　　ィ（　  　　　（　  　　　テ（　  　　　ィ（　  　　　テ（　  　　　（　  　　　ビ（　  　　　テ（　  　　　テ（　  　　　ィへの
参加費等（　  　　　参加費等（　  　　　

8

ホーム選びで確認すべきこと

◇ホームの運営理念を策定し、周知している

◇情報を公開している

◇入居者の権利を擁護している

◇職員の業務スキル向上に取り組んでいる

◇適正な入居契約を締結している

　本協会では入居者の安心と安全を守る観点で以下の項目からなる「有老協・
有料老人ホームあんしん宣言」を策定しました。あんしん宣言を自主宣言し
たホームは入居者の安心と安全を守るために取り組んでいるホームです。本
協会ホームページでは、自主宣言ホーム（本協会会員ホーム対象）を公表し
ています。以下の項目についてホームが遵守しているか確認しましょう。

気をつけたいホームとは 以下の項目に該当する場合は、
ホームから納得するまで説明を求めましょう。

・体験入居の機会がある（満室時を除く）
・入居契約書・管理規程等を公開・交付している
・決算書等の閲覧を実施している

・入居者等の個人情報について法令に基づく個人情報保護の定めがある
・入居者の権利擁護（プライバシー、虐待防止等）を規程等に成文化し、

職員・入居者・家族等へ周知している
・苦情対応規則がある
・外部の苦情処理機関を周知している

・職員研修計画表や人材育成関係規程等があり、その中に資格取得支援に関する規定がある

・入居契約書に利用料等の改定ルールがある
・契約解除規定で、長期入院者に対する契約解除等の恣意性を排除している
・居室の住み替えがある場合、住み替え規定がある

6. 安心して有料老人ホームを選択するために

◆行政への届出が
　されていない

◆契約を急がせる

◆十分な説明を
　してくれない

◆重要事項説明書にある
　生前解約の人数が多い

契約書

◆重要事項説明書等を
　渡してくれない
◆貸借対照表や
　損益計算書を
　見せてくれない

◆スタッフの
　態度が良くない
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5. 見学のチェックポイント
希望するサービスを整理し資金計画を立てたら、ホームからパンフレット等を取り寄せましょう。ホーム
選びにあたって、パンフレットだけではわからないことが多くあります。見学や体験入居でこれからの生
活をイメージし、ホームの雰囲気が自身に合うか等も確認しましょう。
急いで住み替えをする場合でもオンライン見学のみとせず、ホームに足を運び下記の項目について確認し
てください。

必要な費用を確認後、資金計画について整理してみましょう。

立　地

  最寄り駅からホームまでの距離

  交通手段（バス、タクシー等）

  周辺の環境・利便性

  送迎車両の有無・頻度

  協力医療機関からホームまでの距離

設　備

  段差や手すりの有無

  廊下幅、エレベーターの広さ

  共用施設の充実

  耐震、防火設備等

  建物の衛生面（清掃状況、臭気、騒音等）

雰 囲 気

  入居者数・要介護度別人数

  ホーム内の雰囲気（静か、落ち着いた感じ等）

  スタッフの雰囲気

　（明るさ、マナー、施設長の人柄等）

サービス

  介護サービスを提供する職員体制

  夜間の職員配置

  安否確認や状況把握の方法

  認知症、リハビリが必要になった時の対応

  終末介護や看取りへの対応

居　室

  間取りの使いやすさ・設備

  採光・騒音・通気・臭気・清掃状況

  緊急通報装置の位置

その他

  入居者・家族の意見反映の機会や仕組み

  レクリエーションの頻度

  外出・外泊の自由度

  家族等の面会方法・回数の制限

食　事

  食事メニュー・味・量・時間帯

  治療食・介護食への対応

  配膳方法・介助の様子

ホーム見学のチェックポイント

有料老人ホームの情報は、インターネットで検索し集めることができます。
様々な機関で情報提供していますので、ご活用ください。

厚生労働省
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
全国の介護サービス事業所や地域包括支援センター等の閲覧・
検索ができます。

都道府県等のホームページ
URL は希望する地域の都道府県で検索
各都道府県等が届出ホームの一覧を公表しています。

公益社団法人全国有料老人ホーム協会（有老協）
https://user.yurokyo.or.jp/
ホーム検索や有料老人ホームに関するよくある質問等の閲覧が
できます。（詳細は10ページ）

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 ホームページ

厚生労働省 ホームページ

資金計画表

自宅等の売却

家賃（毎月支払う場合）

万円
預貯金

管理費

万円

円

食費
円

介護費
円

光熱水費
円

通信費
円

交際費・娯楽費

退職金 万円
生命保険等 万円
その他 万円
うち、入居時に割り当て可能な金額
（十分な余裕をみて考えてください） 万円

円

月々の支出予想額　合計

円その他
円
円

公的年金 円

個人年金 円

収入（給与等） 円

家族の援助 円

預貯金取崩し 円

その他 円

月々の収入予想額　合計 円 円

①入居時に一括して支払う費用についての計画＜収入＞

②入居した後の生活費についての計画
＜月々の支出＞＜月々の収入＞

※医療を受ける場合は、別途自己負担が発生します。
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5. 見学のチェックポイント
希望するサービスを整理し資金計画を立てたら、ホームからパンフレット等を取り寄せましょう。ホーム
選びにあたって、パンフレットだけではわからないことが多くあります。見学や体験入居でこれからの生
活をイメージし、ホームの雰囲気が自身に合うか等も確認しましょう。
急いで住み替えをする場合でもオンライン見学のみとせず、ホームに足を運び下記の項目について確認し
てください。

必要な費用を確認後、資金計画について整理してみましょう。

立　地

  最寄り駅からホームまでの距離

  交通手段（バス、タクシー等）

  周辺の環境・利便性

  送迎車両の有無・頻度

  協力医療機関からホームまでの距離

設　備

  段差や手すりの有無

  廊下幅、エレベーターの広さ

  共用施設の充実

  耐震、防火設備等

  建物の衛生面（清掃状況、臭気、騒音等）

雰 囲 気

  入居者数・要介護度別人数

  ホーム内の雰囲気（静か、落ち着いた感じ等）

  スタッフの雰囲気

　（明るさ、マナー、施設長の人柄等）

サービス

  介護サービスを提供する職員体制

  夜間の職員配置

  安否確認や状況把握の方法

  認知症、リハビリが必要になった時の対応

  終末介護や看取りへの対応

居　室

  間取りの使いやすさ・設備

  採光・騒音・通気・臭気・清掃状況

  緊急通報装置の位置

その他

  入居者・家族の意見反映の機会や仕組み

  レクリエーションの頻度

  外出・外泊の自由度

  家族等の面会方法・回数の制限

食　事

  食事メニュー・味・量・時間帯

  治療食・介護食への対応

  配膳方法・介助の様子

ホーム見学のチェックポイント

有料老人ホームの情報は、インターネットで検索し集めることができます。
様々な機関で情報提供していますので、ご活用ください。

厚生労働省
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
全国の介護サービス事業所や地域包括支援センター等の閲覧・
検索ができます。

都道府県等のホームページ
URL は希望する地域の都道府県で検索
各都道府県等が届出ホームの一覧を公表しています。

公益社団法人全国有料老人ホーム協会（有老協）
https://user.yurokyo.or.jp/
ホーム検索や有料老人ホームに関するよくある質問等の閲覧が
できます。（詳細は10ページ）

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 ホームページ

厚生労働省 ホームページ

資金計画表

自宅等の売却

家賃（毎月支払う場合）

万円
預貯金

管理費

万円

円

食費
円

介護費
円

光熱水費
円

通信費
円

交際費・娯楽費

退職金 万円
生命保険等 万円
その他 万円
うち、入居時に割り当て可能な金額
（十分な余裕をみて考えてください） 万円

円

月々の支出予想額　合計

円その他
円
円

公的年金 円

個人年金 円

収入（給与等） 円

家族の援助 円

預貯金取崩し 円

その他 円

月々の収入予想額　合計 円 円

①入居時に一括して支払う費用についての計画＜収入＞

②入居した後の生活費についての計画
＜月々の支出＞＜月々の収入＞

※医療を受ける場合は、別途自己負担が発生します。
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4

　「現在の状態は？いつから？どこで？どんなサービス？」などの条件を整理し、希望に合うホームを探し
ましょう。現在の状況やホームへの入居に関する考え方をご自身とご家族とで話し合っていくことは、お
互いの心の準備のためにも大切なことです。

3. 現在の状況をチェックしよう

□ 年齢　　□ 住所　　□ 要介護度　　□ 認知症の有無　　□ 現在の病状・診療科目（既往歴）

□ 自分でホームを選び、元気なうちに入居したい。
□ 自分でホームを選び、介護が必要になったら入居したい。

それまでは生活の支援や介護サービス等を受けながら自
宅で生活したい。

□ 自分の健康状態等によって、家族の選択にまかせたい。

□ 自宅を中心とした場所 
□ 自然・景色が豊かな場所

□ 家族・親族が通いやすい場所
□ 交通の便、公共施設の多さ等、利便性のよい場所

□ 日常の安否確認や見守り
□ ホーム内での社会性・コミュニケーションの機会
□ 栄養やバランス等に配慮した食事の提供や

治療食への対応
□ 希望に合った生活支援サービスの提供
□ レクリエーション等を通じた生活機能の向上、

介護予防
□ 医療機関との連携体制
□ 家族等への連絡や報告方法
□ 個人情報の取り扱いやプライバシーへの配慮
□ ホーム運営に関する入居者や家族の意見反映

の機会や仕組み
□ 職員数や専門職の配置等の職員体制
□ 訪問介護等の外部の介護サービス事業所が提

供するサービス内容やホームとの連携状況
□ 医療依存度が高い方（胃ろう、在宅酸素等）への

対応

□ 通院時の付添いや外出支援
□ 希望に合った介護サービスの提供
□ 認知症ケアへの取組み
□ 服薬管理や医療支援が必要な方への対応
□ 終末期の看取りへの取組み

状態把握から始めましょう！

元気な時と要介護認定を受けた後では求めるサービスや費用が異なります！

現在のお住まいの近くやなじみのある場所等、範囲を決めましょう！

重視する点（サービス等）をしっかり確認しましょう！

現在の状態は？

どこで？

どんなサービス？

いつから？

9

　入居後に費用・契約等に関するトラブルにあわないため、申し込みや契約にあたって事前に入居契約
書や重要事項説明書等で確認しましょう。

　有料老人ホームの入居契約内容は複雑な場合もあります。
そのような時はお気軽に相談機関や信頼のおける第三者に相
談し、納得のいく住まいを選択してください。全国有料老人
ホーム協会では、住まい選びのご相談を受け付けています。

7. 重要書類のチェックポイント

前払金や月額費用に含まれないサービス費用や実費負担費用の金
額と内容が明記されている。

契約終了後、返還金や敷金が何日以内に誰に返還されるか明記さ
れている。

月額費用の金額と内容が明記されている。

月額費用の改定方法が明記されている。

不在時の月額費用の取扱いが明記されている。

退去時の原状回復費用の負担の有無とその内容が明記されている。

入居後に居室を住み替える場合の判断基準や手続きの内容、追加
費用等が明記されている。

入居者から解約する場合の解約予告期間が明記されている。

ホームからの契約解除の内容が明記されている。
（例：他の入居者への迷惑行為等）

入居契約書・管理規程・重要事項説明書・サービスの一覧表を交
付している。

入居申込金を支払う場合、入居前の契約解除時は、既受領金の全
額を返還することが明記されている。

権利金等の対価性のない金品は受領していない。

チェック項目 メモ欄☑欄

前払金を支払う場合、以下の項目について明記されている。
▢費用の内容　
▢償却期間（償却開始日）　
▢返還金の計算式　
▢返還金に対する保全措置の内容と発動条件　
▢短期解約特例

（入居後３か月以内の契約終了の場合、居住期間以外の全額返還）

5

家賃等を入居時に一部を前払いし、残りを月払いで支払う。

■支払いイメージ

　「一部前払い・一部月払い方式の場合」（東京都「あんしんなっとく有料老人ホームの選び方」を基に改編）

要支援・要介護で入居

②毎月必要な費用

居住月数

＋ ＋
月額利用料

家賃・管理費・食費
（介護費）

（光熱水費等）

自立で入居

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

③その他の費用
（医療費）

②毎月必要な費用

居住月数

＝ ＋ ＋ ＋
×

×

×

月額利用料
家賃・管理費・食費

（光熱水費等）

④介護が必要になった
後に毎月必要な費用

要支援・要介護に
なってからの
居住月数

（介護費）

個別の有償
サービス費等

（　　　　　  　）

（　　　　　  　）

（　　　　  ）
（　  　　　   ）アクティビティへの

参加費等

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

③その他の費用
（医療費）＝

個別の有償
サービス費等（　　　　  ）

（　  　　　   ）アクティビティへの
参加費等

家　賃
居住する居室、その他共用施設を利用するための費用で、居室の広さや共用施設の種類の多さ、
立地等により価格に差がある。

管理費
建物・共用施設等の維持管理費や事務費、事務部門や生活支援サービス（例：居室清掃など）
提供のための人件費。

食　費
食材費、厨房人件費、厨房維持費等が含まれる。喫食分を支払うのが一般的で、食事をとらなくても
厨房人件費等を一定額支払うホームもある。

介護費 要支援・要介護認定者は、介護保険サービス利用時に、要介護度に応じた自己負担分を支払う。

その他の
費用

光熱水費、通信費、アクティビティ参加費、介護関連費（おむつ等の消耗品費等）、医療費、等

一部前払い・
一部月払い方式

全額前払い方式

月払い方式

終身にわたって支払う家賃等を入居時に支払う。
長期間分の家賃等を一括して支払うため、入居時の支払いは高額になることもあるが、その分
毎月の支払額は抑えられる。

家賃等を月払いで支払う。

　有料老人ホームを利用するためには、
(1) 家賃（２）管理費（３）食費（４）介護費（５）その他の費用、等　が必要です。

①入居時に必要な費用と②毎月必要な費用を確認し、ご予算に合った支払い方法を選択しましょう。

4. 必要な費用を知って、資金計画をたてよう

【支払い方法】

【必要な費用】

8

ホーム選びで確認すべきこと

◇ホームの運営理念を策定し、周知している

◇情報を公開している

◇入居者の権利を擁護している

◇職員の業務スキル向上に取り組んでいる

◇適正な入居契約を締結している

　本協会では入居者の安心と安全を守る観点で以下の項目からなる「有老協・
有料老人ホームあんしん宣言」を策定しました。あんしん宣言を自主宣言し
たホームは入居者の安心と安全を守るために取り組んでいるホームです。本
協会ホームページでは、自主宣言ホーム（本協会会員ホーム対象）を公表し
ています。以下の項目についてホームが遵守しているか確認しましょう。

気をつけたいホームとは 以下の項目に該当する場合は、
ホームから納得するまで説明を求めましょう。

・体験入居の機会がある（満室時を除く）
・入居契約書・管理規程等を公開・交付している
・決算書等の閲覧を実施している

・入居者等の個人情報について法令に基づく個人情報保護の定めがある
・入居者の権利擁護（プライバシー、虐待防止等）を規程等に成文化し、

職員・入居者・家族等へ周知している
・苦情対応規則がある
・外部の苦情処理機関を周知している

・職員研修計画表や人材育成関係規程等があり、その中に資格取得支援に関する規定がある

・入居契約書に利用料等の改定ルールがある
・契約解除規定で、長期入院者に対する契約解除等の恣意性を排除している
・居室の住み替えがある場合、住み替え規定がある

6. 安心して有料老人ホームを選択するために

◆行政への届出が
　されていない

◆契約を急がせる

◆十分な説明を
　してくれない

◆重要事項説明書にある
　生前解約の人数が多い

契約書

◆重要事項説明書等を
　渡してくれない
◆貸借対照表や
　損益計算書を
　見せてくれない

◆スタッフの
　態度が良くない
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　「現在の状態は？いつから？どこで？どんなサービス？」などの条件を整理し、希望に合うホームを探し
ましょう。現在の状況やホームへの入居に関する考え方をご自身とご家族とで話し合っていくことは、お
互いの心の準備のためにも大切なことです。

3. 現在の状況をチェックしよう

□ 年齢　　□ 住所　　□ 要介護度　　□ 認知症の有無　　□ 現在の病状・診療科目（既往歴）

□ 自分でホームを選び、元気なうちに入居したい。
□ 自分でホームを選び、介護が必要になったら入居したい。

それまでは生活の支援や介護サービス等を受けながら自
宅で生活したい。

□ 自分の健康状態等によって、家族の選択にまかせたい。

□ 自宅を中心とした場所 
□ 自然・景色が豊かな場所

□ 家族・親族が通いやすい場所
□ 交通の便、公共施設の多さ等、利便性のよい場所

□ 日常の安否確認や見守り
□ ホーム内での社会性・コミュニケーションの機会
□ 栄養やバランス等に配慮した食事の提供や

治療食への対応
□ 希望に合った生活支援サービスの提供
□ レクリエーション等を通じた生活機能の向上、

介護予防
□ 医療機関との連携体制
□ 家族等への連絡や報告方法
□ 個人情報の取り扱いやプライバシーへの配慮
□ ホーム運営に関する入居者や家族の意見反映

の機会や仕組み
□ 職員数や専門職の配置等の職員体制
□ 訪問介護等の外部の介護サービス事業所が提

供するサービス内容やホームとの連携状況
□ 医療依存度が高い方（胃ろう、在宅酸素等）への

対応

□ 通院時の付添いや外出支援
□ 希望に合った介護サービスの提供
□ 認知症ケアへの取組み
□ 服薬管理や医療支援が必要な方への対応
□ 終末期の看取りへの取組み

状態把握から始めましょう！

元気な時と要介護認定を受けた後では求めるサービスや費用が異なります！

現在のお住まいの近くやなじみのある場所等、範囲を決めましょう！

重視する点（サービス等）をしっかり確認しましょう！

現在の状態は？

どこで？

どんなサービス？

いつから？
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　入居後に費用・契約等に関するトラブルにあわないため、申し込みや契約にあたって事前に入居契約
書や重要事項説明書等で確認しましょう。

　有料老人ホームの入居契約内容は複雑な場合もあります。
そのような時はお気軽に相談機関や信頼のおける第三者に相
談し、納得のいく住まいを選択してください。全国有料老人
ホーム協会では、住まい選びのご相談を受け付けています。

7. 重要書類のチェックポイント

前払金や月額費用に含まれないサービス費用や実費負担費用の金
額と内容が明記されている。

契約終了後、返還金や敷金が何日以内に誰に返還されるか明記さ
れている。

月額費用の金額と内容が明記されている。

月額費用の改定方法が明記されている。

不在時の月額費用の取扱いが明記されている。

退去時の原状回復費用の負担の有無とその内容が明記されている。

入居後に居室を住み替える場合の判断基準や手続きの内容、追加
費用等が明記されている。

入居者から解約する場合の解約予告期間が明記されている。

ホームからの契約解除の内容が明記されている。
（例：他の入居者への迷惑行為等）

入居契約書・管理規程・重要事項説明書・サービスの一覧表を交
付している。

入居申込金を支払う場合、入居前の契約解除時は、既受領金の全
額を返還することが明記されている。

権利金等の対価性のない金品は受領していない。

チェック項目 メモ欄☑欄

前払金を支払う場合、以下の項目について明記されている。
▢費用の内容　
▢償却期間（償却開始日）　
▢返還金の計算式　
▢返還金に対する保全措置の内容と発動条件　
▢短期解約特例

（入居後３か月以内の契約終了の場合、居住期間以外の全額返還）

5

家賃等を入居時に一部を前払いし、残りを月払いで支払う。

■支払いイメージ

　「一部前払い・一部月払い方式の場合」（東京都「あんしんなっとく有料老人ホームの選び方」を基に改編）

要支援・要介護で入居

②毎月必要な費用

居住月数

＋ ＋
月額利用料

家賃・管理費・食費
（介護費）

（光熱水費等）

自立で入居

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

③その他の費用
（医療費）

②毎月必要な費用

居住月数

＝ ＋ ＋ ＋
×

×

×

月額利用料
家賃・管理費・食費

（光熱水費等）

④介護が必要になった
後に毎月必要な費用

要支援・要介護に
なってからの
居住月数

（介護費）

個別の有償
サービス費等

（　　　　　  　）

（　　　　　  　）

（　　　　  ）
（　  　　　   ）アクティビティへの

参加費等

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

③その他の費用
（医療費）＝

個別の有償
サービス費等（　　　　  ）

（　  　　　   ）アクティビティへの
参加費等

家　賃
居住する居室、その他共用施設を利用するための費用で、居室の広さや共用施設の種類の多さ、
立地等により価格に差がある。

管理費
建物・共用施設等の維持管理費や事務費、事務部門や生活支援サービス（例：居室清掃など）
提供のための人件費。

食　費
食材費、厨房人件費、厨房維持費等が含まれる。喫食分を支払うのが一般的で、食事をとらなくても
厨房人件費等を一定額支払うホームもある。

介護費 要支援・要介護認定者は、介護保険サービス利用時に、要介護度に応じた自己負担分を支払う。

その他の
費用

光熱水費、通信費、アクティビティ参加費、介護関連費（おむつ等の消耗品費等）、医療費、等

一部前払い・
一部月払い方式

全額前払い方式

月払い方式

終身にわたって支払う家賃等を入居時に支払う。
長期間分の家賃等を一括して支払うため、入居時の支払いは高額になることもあるが、その分
毎月の支払額は抑えられる。

家賃等を月払いで支払う。

　有料老人ホームを利用するためには、
(1) 家賃（２）管理費（３）食費（４）介護費（５）その他の費用、等　が必要です。

①入居時に必要な費用と②毎月必要な費用を確認し、ご予算に合った支払い方法を選択しましょう。

4. 必要な費用を知って、資金計画をたてよう

【支払い方法】

【必要な費用】
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ホーム選びで確認すべきこと

◇ホームの運営理念を策定し、周知している

◇情報を公開している

◇入居者の権利を擁護している

◇職員の業務スキル向上に取り組んでいる

◇適正な入居契約を締結している

　本協会では入居者の安心と安全を守る観点で以下の項目からなる「有老協・
有料老人ホームあんしん宣言」を策定しました。あんしん宣言を自主宣言し
たホームは入居者の安心と安全を守るために取り組んでいるホームです。本
協会ホームページでは、自主宣言ホーム（本協会会員ホーム対象）を公表し
ています。以下の項目についてホームが遵守しているか確認しましょう。

気をつけたいホームとは 以下の項目に該当する場合は、
ホームから納得するまで説明を求めましょう。

・体験入居の機会がある（満室時を除く）
・入居契約書・管理規程等を公開・交付している
・決算書等の閲覧を実施している

・入居者等の個人情報について法令に基づく個人情報保護の定めがある
・入居者の権利擁護（プライバシー、虐待防止等）を規程等に成文化し、

職員・入居者・家族等へ周知している
・苦情対応規則がある
・外部の苦情処理機関を周知している

・職員研修計画表や人材育成関係規程等があり、その中に資格取得支援に関する規定がある

・入居契約書に利用料等の改定ルールがある
・契約解除規定で、長期入院者に対する契約解除等の恣意性を排除している
・居室の住み替えがある場合、住み替え規定がある

6. 安心して有料老人ホームを選択するために

◆行政への届出が
　されていない

◆契約を急がせる

◆十分な説明を
　してくれない

◆重要事項説明書にある
　生前解約の人数が多い

契約書

◆重要事項説明書等を
　渡してくれない
◆貸借対照表や
　損益計算書を
　見せてくれない

◆スタッフの
　態度が良くない
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有老協・リビング倶楽部入会についてのご案内

有老協・リビング倶楽部　インターネットでの入会お申し込み

有老協・リビング倶楽部会則は裏面をご覧ください。

※入会を希望される場合は、「有老協・リビング倶楽部会則（裏面）」を必ずご確認ください。
※ご記入いただいた個人情報の利用目的は、「有老協・リビング倶楽部会則第8条（個人情報の取り扱い）」を
　ご確認ください。
※業務上の目的による法人や、営利目的での個人の入会等はできません。

◎お問い合わせ   TEL.03-3548-1077

https://user.yurokyo.or.jp/kagayaki/regist/

入　会　方　法

受付日時　月～金曜日10時～17時（祝日・年末年始を除く）

「有老協・リビング倶楽部」入会申込書
会則に同意し、以下の通り

「有老協・リビング倶楽部」に
入会を申し込みます。

お名前

ご住所

お電話番号

メール
アドレス

年齢 性別　男  ・  女

〒

のりしろ

アンケートにご回答ください。以下は任意です。
本協会をどちらでお知りになりましたか（複数回答）。
□協会ホームページ　　□有老協・シルバー川柳　　
□なんでも相談会　　□行政情報・相談センターの紹介　　
□新聞・雑誌　　□テレビ・ラジオ　　□SNS（ツイッター等）　　
□ホームの紹介　　□その他

入居を希望するホームの種類を教えてください。
□自立者向けホーム　□要支援・要介護者向けホーム　□不明・未定

入居を希望されている時期を教えてください。
□～ 1 ヶ月以内　　□～ 3 ヶ月以内　　□～ 1 年以内　　
□それ以降　　□不明・未定

入居時費用の予算を教えてください。
□なし　　□～ 200 万円以内　　□～ 500 万円以内　
□～ 1000 万円以内　　□～ 2000 万円以内～ 5000 万円以内　
□それ以上　　□不明・未定

月額費用の予算を教えてください。
□10 万円以内　　□～ 15 万円　　□～ 20 万円　　□～ 25 万円
□～ 30 万円　　□それ以上　　□不明・未定

有料老人ホームを選ぶ際に重視するポイントはどこですか？
（複数回答）
□1. 必要となる費用　　□2. 日常の健康管理や各種サービス
□3. 介護サービス　　□4. 医療支援サービス　　□5. 食事の内容
□6. 従業員の質等　　□7. 居室の広さや間取り　　□8. 共用施設
□9. 経営主体の信頼性　　□10. 立地　　□11. 情報公開の姿勢
□12. ホーム内の雰囲気　　□13. 不明・未定　　□14. その他

のりしろ

の
り
し
ろ

︵
谷
折
り
線
︶

︵
切
り
取
り
線
︶

（切り取り線） （切り取り線）

切り取り線で切り取り、
のりづけして郵便ポストへ
またはFAX（03-3548-1078）

で申し込み

協会より
「入会確認書」が

届きます

「有老協・リビング倶楽部
入会申込書（下記）」に
必要事項を記入

有料老人ホーム等への関心がある方はどなたでも入会できます。入会金や年会費は無料です。
下記「入会方法」をご確認のうえ、ぜひお申し込みください。

2

　高齢期の住まいにはいろいろな種類があります。それぞれの住まいの特徴を確認し、ご自身に合った住
まいを選択しましょう。

福祉施設への入居を希望する場合やご自宅で介護保険サービスを
利用しながら住み続ける場合のご相談は、お住いの市区町村の介護
保険担当窓口や「地域包括支援センター※」をご利用ください。
※高齢者の方々が住み慣れた地域で暮らせるよう、介護支援専門
員、保健師、社会福祉士などの専門職員が介護保険の利用方法や日
常生活支援などの相談に対応しています。

1. 高齢期の住まいとは

施設・住まい 対象者

介護老人保健施設
（老人保健施設）

要介護の方 ・ 症状が慢性期にある高齢者が、リハビリテーションを中心に、看護、
医学的管理の下で介護、機能訓練、必要な医療及び日常生活上の
世話を受ける。

・３か月ごとにケアプランを作成し、自宅での生活への復帰をめざす。

介護医療院 要介護の方 ・長期にわたる療養を必要とする高齢者が、一定基準を満たした施
設で、介護その他の世話及び機能訓練、必要な医療を受けることが
できる。

ケアハウス
（軽費老人ホーム）

元気な方
要支援の方
要介護の方

・ 日常生活を行なうことはできるが、身体機能が低下しつつあり、
自立した生活が不安な高齢者が利用する。

・介護が必要となった場合、ホームが提供する介護サービス（特定
施設入居者生活介護）を利用しながら生活することができるものと、
外部の介護サービス（訪問介護等）を利用しながら生活すること
ができるものがある。

特徴

有料老人ホーム 元気な方
要支援の方
要介護の方

・介護、食事、生活支援等のサービスを受けることができる。
・4つの類型〔介護付（一般）・介護付（外部）・住宅型・健康型〕があり、

要介護時のサービスの提供方法が異なる。
・契約内容や価格（料金）は、ホームごとに異なる。民

間
施
設
・
住
ま
い

福
祉
施
設

サービス付き
高齢者向け住宅

元気な方
要支援の方
要介護の方

・安否確認と生活相談サービスが必須のサービスで、バリアフリー
構造や一定の面積、設備等が定められている。

・必須のサービス以外は、住まいごとに利用できるサービスの内容
が異なる。

・契約形態や価格（料金）は、住まいごとに異なる。

認知症高齢者
グループホーム

要介護（認知症）
の方

・ 認知症の高齢者が、5～９人以内を１グループとし、共同生活を送る。
・入浴や食事等の日常生活上の介護サービスを受けることができる。

介護老人福祉施設
（特別養護老人
ホーム）

・常に介護が必要な寝たきりや認知症等の高齢者が入所。
・入浴・食事・排泄等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康

管理及び療養上の世話を受けることができる。

要介護3以上の方
※要介護1・2でも一定

の要件を満たせば特
例的に入所可能

介護相談窓口

3

　有料老人ホームでは下記のような様々なサービスを提供します。ホームでどのようなサービスが受けら
れるかを確認しましょう。

介護付有料老人ホーム

入居者が必要な介護
サービスを選んで契約

医療

外部の介護保険事業所の
サービスを利用

ホーム内で
介護サービス提供

　有料老人ホームには、 ①ホームの介護・看護職員から、包括的に介護保険上のサービスを受ける「介護付有料
老人ホーム」と、②必要に応じて入居者が外部のサービス事業所と契約して介護保険サービスの提供を受ける

「住宅型有料老人ホーム」などがあります。

① ② 住宅型有料老人ホーム

2. 有料老人ホームとは

食事サービス 介護サービス アクティビティ

生活支援サービス 健康管理サービス 生活相談サービス
●日常の生活相談全般

●食事の提供
●特別食の提供
●治療食の提供
●介護食の提供

●身体介護
  （食事・排泄・入浴・身だしなみ）
●家事サービス
  （居室の清掃・洗濯等）
●入退院時及び
　通院の付き添い
●機能訓練

●お誕生日会や
　日帰り旅行等

イベントの
　実施
●コーラスや
　カラオケ、
　体操、絵画等
　のサークル
　活動

●フロントサービス
   （来訪者の受付等）
●家事サービス
   （居室の清掃・洗濯等）
●代行サービス
  （買い物や
　行政手続き等）
●不在時の居室管理
●安否確認
●入院中のサービス （洗濯物交換等）

●健康相談
●服薬管理
●医療機関との
　連携・緊急時
　の対応
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8. 公益社団法人全国有料老人ホーム協会のご案内

有老協に相談しましょう。

有老協・リビング倶楽部に入会し、高齢者向け住まいの情報を集めましょう。

「有老協・有料老人ホームあんしん宣言」を自主宣言しているか確認しましょう。

　本協会は、老人福祉法30条に規定された団体として有料老人ホームを安心して選択いただくために、様々な事
業に取り組んでいます。ぜひご活用ください。

高齢者向け住まいに関する相談・苦情等を電話、手紙、
FAX、ホームページ内のお問い合わせフォーム、面談

（要予約）でお受けしています。ご相談は無料です。　

高齢者向け住まいに関する継続的な情報提供を目的に「有老協・リビング倶楽部」を運営しています。
関心がある方はどなたでも入会可能で、入会金や年会費は無料です。

本協会では、厚生労働省の補助金事業で、「有老
協・有料老人ホームあんしん宣言」を策定しまし
た。この宣言は、入居者・消費者のホームに対する
意識調査結果から抽出し、厚生労働省「有料老人
ホーム設置運営標準指導指針」が定める規定に照
らし、策定したものです。
ホームを選択する際は、ホームが「有老協・有料老
人ホームあんしん宣言」を自主宣言しているかを
ご確認ください。

TEL.03-3548-1077　
FAX.03-3548-1078

https://www.yurokyo.or.jp/anshin.php

受付時間（月～金曜日10時～17時）祝日・年末年始を除く
〒103-0027　東京都中央区日本橋3-5-14
　　　　　　　アイ・アンド・イー日本橋ビル7階

ご相談・
お問い合わせ

◎ 「有料老人ホームの基礎知識」のプレゼント
◎ホーム体験入居割引等、各種優待サービス券のプレゼント
◎情報誌（年2回）の送付
◎メールでの情報配信
◎会員事業者から高齢者向けのイベント情報を提供
◎相談内容に応じた資料の送付
◎本協会会員ホームへ入居した場合には
　「シルバー川柳（単行本）」をプレゼント

特 典
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有老協・リビング倶楽部入会についてのご案内

有老協・リビング倶楽部　インターネットでの入会お申し込み

有老協・リビング倶楽部会則は裏面をご覧ください。

※入会を希望される場合は、「有老協・リビング倶楽部会則（裏面）」を必ずご確認ください。
※ご記入いただいた個人情報の利用目的は、「有老協・リビング倶楽部会則第8条（個人情報の取り扱い）」を
　ご確認ください。
※業務上の目的による法人や、営利目的での個人の入会等はできません。

◎お問い合わせ   TEL.03-3548-1077

https://user.yurokyo.or.jp/kagayaki/regist/

入　会　方　法

受付日時　月～金曜日10時～17時（祝日・年末年始を除く）

「有老協・リビング倶楽部」入会申込書
会則に同意し、以下の通り

お名前

ご住所

お電話番号

メール
アドレス

年齢 性別　男  ・  女

〒

のりしろ

アンケートにご回答ください。以下は任意です。
本協会をどちらでお知りになりましたか（複数回答）。
□協会ホームページ　　□有老協・シルバー川柳　　
□なんでも相談会　　□行政情報・相談センターの紹介　　

 □新聞・雑誌　　□テレビ・ラジオ　　□SNS（ツイッター等）　　入会を申し込みます。 
ホームの紹介　　□その他

入居を希望するホームの種類を教えてください。
□自立者向けホーム　□要支援・要介護者向けホーム　□不明・未定

入居を希望されている時期を教えてください。
□～ 1 ヶ月以内　　□～ 3 ヶ月以内　　□～ 1 年以内
□それ以降　　□不明・未定

入居時費用の予算を教えてください。
□なし　　□～ 200 万円以内　　□～ 500 万円以内
□～ 1000 万円以内　　□～ 2000 万円以内～ 5000 万円以内
□それ以上　　□不明・未定

月額費用の予算を教えてください。
□10 万円以内　　□～ 15 万円　　□～ 20 万円　　□～ 25 万円
□～ 30 万円　　□それ以上　　□不明・未定

有料老人ホームを選ぶ際に重視するポイントはどこですか？
（複数回答）
□1. 必要となる費用　　□2. 日常の健康管理や各種サービス
□3. 介護サービス　　□4. 医療支援サービス　　□5. 食事の内容
□6. 従業員の質等　　□7. 居室の広さや間取り　　□8. 共用施設
□9. 経営主体の信頼性　　□10. 立地　　□11. 情報公開の姿勢
□12. ホーム内の雰囲気　　□13. 不明・未定　　□14. その他

のりしろ

の
り
し
ろ

︵
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り
線
︶
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切
り
取
り
線
︶

（切り取り線） （切り取り線）

切り取り線で切り取り、
のりづけして郵便ポストへ
またはFAX（03-3548-1078）

で申し込み

協会より
「入会確認書」が

届きます

「有老協・リビング倶楽部
入会申込書（下記）」に
必要事項を記入

有料老人ホーム等への関心がある方はどなたでも入会できます。入会金や年会費は無料です。
下記「入会方法」をご確認のうえ、ぜひお申し込みください。

2

高齢期の住まいにはいろいろな種類があります。それぞれの住まいの特徴を確認し、ご自身に合った住
まいを選択しましょう。

福祉施設への入居を希望する場合やご自宅で介護保険サービスを
利用しながら住み続ける場合のご相談は、お住いの市区町村の介護
保険担当窓口や「地域包括支援センター※」をご利用ください。
※高齢者の方々が住み慣れた地域で暮らせるよう、介護支援専門
員、保健師、社会福祉士などの専門職員が介護保険の利用方法や日
常生活支援などの相談に対応しています。

1. 高齢期の住まいとは

施設・住まい 対象者

介護老人保健施設
（老人保健施設）

要介護の方 ・ 症状が慢性期にある高齢者が、リハビリテーションを中心に、看護、
医学的管理の下で介護、機能訓練、必要な医療及び日常生活上の
世話を受ける。

・３か月ごとにケアプランを作成し、自宅での生活への復帰をめざす。

介護医療院 要介護の方 ・長期にわたる療養を必要とする高齢者が、一定基準を満たした施
設で、介護その他の世話及び機能訓練、必要な医療を受けることが
できる。

ケアハウス
（軽費老人ホーム）

元気な方
要支援の方
要介護の方

・ 日常生活を行なうことはできるが、身体機能が低下しつつあり、
自立した生活が不安な高齢者が利用する。

・介護が必要となった場合、ホームが提供する介護サービス（特定
施設入居者生活介護）を利用しながら生活することができるものと、
外部の介護サービス（訪問介護等）を利用しながら生活すること
ができるものがある。

特徴

有料老人ホーム 元気な方
要支援の方
要介護の方

・介護、食事、生活支援等のサービスを受けることができる。
・4つの類型〔介護付（一般）・介護付（外部）・住宅型・健康型〕があり、

要介護時のサービスの提供方法が異なる。
・契約内容や価格（料金）は、ホームごとに異なる。民

間
施
設
・
住
ま
い

福
祉
施
設

サービス付き
高齢者向け住宅

元気な方
要支援の方
要介護の方

・安否確認と生活相談サービスが必須のサービスで、バリアフリー
構造や一定の面積、設備等が定められている。

・必須のサービス以外は、住まいごとに利用できるサービスの内容
が異なる。

・契約形態や価格（料金）は、住まいごとに異なる。

認知症高齢者
グループホーム

要介護（認知症）
の方

・ 認知症の高齢者が、5～９人以内を１グループとし、共同生活を送る。
・入浴や食事等の日常生活上の介護サービスを受けることができる。

介護老人福祉施設
（特別養護老人
ホーム）

・常に介護が必要な寝たきりや認知症等の高齢者が入所。
・入浴・食事・排泄等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康

管理及び療養上の世話を受けることができる。

要介護3以上の方
※要介護1・2でも一定

の要件を満たせば特
例的に入所可能

介護相談窓口

3

有料老人ホームでは下記のような様々なサービスを提供します。ホームでどのようなサービスが受けら
れるかを確認しましょう。

介護付有料老人ホーム

入居者が必要な介護
サービスを選んで契約

医療

外部の介護保険事業所の
サービスを利用

ホーム内で
介護サービス提供

　有料老人ホームには、①ホームの介護・看護職員から、包括的に介護保険上のサービスを受ける「介護付有料
老人ホーム」と、②必要に応じて入居者が外部のサービス事業所と契約して介護保険サービスの提供を受ける

「住宅型有料老人ホーム」などがあります。

① ② 住宅型有料老人ホーム

2. 有料老人ホームとは

食事サービス 介護サービス アクティビティ

生活支援サービス 健康管理サービス 生活相談サービス
●日常の生活相談全般

●食事の提供
●特別食の提供
●治療食の提供
●介護食の提供

●身体介護
（食事・排泄・入浴・身だしなみ）
●家事サービス
（居室の清掃・洗濯等）
●入退院時及び
　通院の付き添い
●機能訓練

●お誕生日会や
　日帰り旅行等

イベントの
　実施
●コーラスや
　カラオケ、
　体操、絵画等
　のサークル
　活動

●フロントサービス
（来訪者の受付等）

●家事サービス
（居室の清掃・洗濯等）

●代行サービス
（買い物や
　行政手続き等）
●不在時の居室管理
●安否確認
●入院中のサービス（洗濯物交換等）

●健康相談
●服薬管理
●医療機関との
　連携・緊急時
　の対応
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8. 公益社団法人全国有料老人ホーム協会のご案内

有老協に相談しましょう。

有老協・リビング倶楽部に入会し、高齢者向け住まいの情報を集めましょう。

「有老協・有料老人ホームあんしん宣言」を自主宣言しているか確認しましょう。

　本協会は、老人福祉法30条に規定された団体として有料老人ホームを安心して選択いただくために、様々な事
業に取り組んでいます。ぜひご活用ください。

高齢者向け住まいに関する相談・苦情等を電話、手紙、
FAX、ホームページ内のお問い合わせフォーム、面談

（要予約）でお受けしています。ご相談は無料です。

高齢者向け住まいに関する継続的な情報提供を目的に「有老協・リビング倶楽部」を運営しています。
関心がある方はどなたでも入会可能で、入会金や年会費は無料です。

本協会では、厚生労働省の補助金事業で、「有老
協・有料老人ホームあんしん宣言」を策定しまし
た。この宣言は、入居者・消費者のホームに対する
意識調査結果から抽出し、厚生労働省「有料老人
ホーム設置運営標準指導指針」が定める規定に照
らし、策定したものです。
ホームを選択する際は、ホームが「有老協・有料老
人ホームあんしん宣言」を自主宣言しているかを
ご確認ください。

TEL.03-3548-1077　
FAX.03-3548-1078

https://www.yurokyo.or.jp/anshin.php

受付時間（月～金曜日10時～17時）祝日・年末年始を除く
〒103-0027　東京都中央区日本橋3-5-14

アイ・アンド・イー日本橋ビル7階

ご相談・
お問い合わせ

◎ 「有料老人ホームの基礎知識」のプレゼント
◎ホーム体験入居割引等、各種優待サービス券のプレゼント
◎情報誌（年2回）の送付
◎メールでの情報配信
◎会員事業者から高齢者向けのイベント情報を提供
◎相談内容に応じた資料の送付
◎本協会会員ホームへ入居した場合には
「シルバー川柳（単行本）」をプレゼント

特 典
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「有老協・リビング倶楽部」に 

［ダイレクトメールの送付について］
※「有老協・リビング俱楽部」会則第8条第3項に定める、
協会会員事業者からのダイレクトメールの送付について
不要の場合には、以下の□に✓をしてください。

□会員事業者からのダイレクトメールは送らないで欲しい。

□



表紙P12（裏表紙）

有老協・リビング俱楽部会則
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個人情報の取り扱いについて

有老協・リビング俱楽部会則第 8 条（上記参照）で個人
情報の取り扱いについて定めています。
また、利用目的は以下のとおりです。 

（１）本協会が主催する消費者向けセミナー等のイベント
案内書の送付

（２）本協会出版物の送付
（３）本協会が実施する各種アンケート調査票の送付
（４）本協会会員事業者からのダイレクトメールの送付
 ダイレクトメールの送付を希望しない会員は、不要の意
思を本協会に伝えるものとし、本協会はダイレクトメー
ルの送付のみを止めるものとします。なお、送付停止の事
務手続には一定の期間を要するため、送付停止の申し出
後も一定期間情報の提供が行われる場合があります。

〈ダイレクトメールのお取り扱いについて〉
・会員があらかじめ個別ホームや地域の特定を行うこと

はできません。
・本協会の名簿を利用しての送付であることが分かるよ

う、宛名シールの下部に本協会名を付すものとします。

︵
山
折
り
線
︶

（切り取り線） （切り取り線）

︵
切
り
取
り
線
︶

（目的）
第１条

（入会資格） 
第２条

（入会の手続き・入会制限） 
第３条

　　  ２
（会費） 

第４条
（会員の特典） 

第５条
　　    （1）
　　  （2）　
　　  （3）
　　  （4）

（申込事項の変更等） 
第６条

（退会等） 
第７条

　　  ２
　　  ３

　　    （1）
　　  （2）
　　  （3）
　　  （4）

（個人情報の取り扱い）
第８条

公益社団法人全国有料老人ホーム協会（以下「本協会」という。）は、有料老人ホーム及
びサービス付き高齢者向け住宅（以下「ホーム」という。）に関心のある方に対して、継続
的にホームの情報を提供する目的で「有老協・リビング倶楽部」（以下「本会」という。）
を設置・運営します。

本会会員（以下「会員」という。）は、本会の目的に賛同し、ホームの入居に関心のある個
人とします。

入会希望者は、本会則の内容を承諾した上で、所定の申込書に必要事項を記入し、本協会に
申し込むものとします。なお、第２条に合致しない方（事業・営利目的の法人・個人等）のご
入会はお断りさせていただきます。
本協会は、前項の申込を完了した入会希望者に対して、入会した旨を連絡します。

入会金および会費は無料です。

会員は、以下の特典を受けることができます。
　本協会が発行する情報誌の提供、本協会からの情報や高齢者向けのイベント等のご案内
　本協会会員事業者からの高齢者向けのイベント等のご案内と各種優待サービス
　相談内容に応じた資料のご提供

本協会会員事業者が運営するホームへ入居したことを情報提供いただいた会員へは、
「シルバー川柳（単行本）」を無料贈呈

会員は、住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど入会時の申込事項に変更があった時
には、速やかに本協会にその内容を届け出るものとします。

退会を希望する会員は、電話・文書等で退会の意思を本協会に伝えるものとします。なお、退
会の事務手続には一定の期間を要するため、退会の申し出後も一定期間情報の提供が行わ
れる場合があります。
会員が協会会員ホームに入居した場合は、情報の提供に努めるものとします。
会員が下記事項に該当すると本協会が認めた場合、予告なく退会の手続をとらせていた
だくことがあります。
　各種案内等が送付または送信できないとき
　第２条の入会資格を偽って入会したとき
　本会において得た情報を営利目的または公序良俗・法令に反する用途に利用したとき
　その他、本会の運営上支障を生じると本協会が判断したとき

本協会は、会員の個人情報について個人情報保護法を遵守し、かつ本協会が定めた個人

　　      ２

　　      ３

　　      （1）
　　      （2）
　　      （3）
　　      （4）

　　      ４

　　      ５

　　      ６

（禁止行為） 
第９条

（その他） 
第１０条 

　　     ２
　　     ３

（規程の改廃） 
第１１条
附則      １ 　　  

　　　 ２
　　　 ３
　　　 ４　　
　　　 ５

情報保護方針及び個人情報保護規程等に基づいて個人情報を取り扱い、その管理と利
用を適切に行います。
会員から取得する個人情報の内容は、次のものとします。
①氏名、②性別、③年齢、④住所、⑤電話番号、⑥FAX 番号、⑦メールアドレス
本協会は、前項の個人情報を、本協会が公表する「個人情報保護方針」の「個人情報
利用目的」に記載した次の利用目的に利用します。
　本協会が主催する消費者向けセミナー等のイベント案内書の送付
　本協会出版物の送付
　本協会が実施する各種アンケート調査票の送付
　本協会会員事業者からのダイレクトメールの送付

　ダイレクトメールの送付を希望しない会員は、不要の意思を本協会に伝えるものと
し、本協会はダイレクトメールの送付のみを止めるものとします。なお、送付停止の
事務手続には一定の期間を要するため、送付停止の申し出後も一定期間情報の提供
が行われる場合があります。

本協会は、前項の送付に際して、適切な契約関係にある第三者に対し、発送作業の委
託を行う場合があります。
本協会は、会員からの個人情報の開示、訂正、追加、削除、消去、第三者への提供禁止
の請求がある場合は、個人情報保護規程の規定に従って適切に対応します。
本協会は、会員が退会した場合は、遅滞なく、当該会員の個人情報を個人情報保護規
程の規定に従って適切に廃棄します。

会員は、本会において得た情報を営利目的または公序良俗・法令に反する用途に利用
できません。

本協会は本会則の内容等を変更し、また本会のサービスを停止、または本会を廃止す
ることがあります。この場合、会員へ通知を行います 。
本協会は協会会員事業者等 から提供された情報について、その責任を負いません。
会員への情報提供の遅延・未達による一切の損害に対して、本協会は責任を負いません。

本規程の改廃は、理事会において行います。
本規程は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会設立の登記の日（2013年4月1日）か
ら施行する。
本規程の改正は、2014年11月1日から施行する。
本規程の改正は、2017年6月1日から施行する。
本規程の改正は、2018年3月1日から施行する。
本規程の改正は、2023年4月20日から施行する。

日本橋局
承　　認

2581

差出有効期間
2025年6月
14日まで
（切手不要）

知って納得!

有料老人ホーム
選び方
マニュアル

住み替えが必要になった時、ご自身やご家族が困らないために早めに情報収集

しておくことが重要です。

ご自身にあった住まいを安心してお選びいただくための基礎知識や急いで住み

替える場合でもトラブルに合わないためのチェックポイントをご紹介します。

有料老人ホームを選ぶには、どのような知識が必要でしょうか。

グランドホーム

検　索
有老協公益社団法人 全国有料老人ホーム協会

https://user.yurokyo.or.jp/

料金受取人払郵便
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